
研究インテグリティの確保
に係る対応方針

令和７年度フォローアップ調査結果概要

令和７年12月

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局



1
①研究者自身による
適切な情報開示

②大学・研究機関等の
マネジメントを強化

外部支援
・兼業等
の報告

人事・
リスク管理

・研修
③公的資金配分機関
   による申請時の確認

外国の大学・企業等

資金・資機材供与

ポスト・プログラム提供

等

外国からの不当な影響

（例：資金受領やプログラム参加の秘匿、
研究成果の不当な帰属や非公開の要求）

②大学・研究機関等の
マネジメントを強化

③公的資金配分機関
による申請時の確認

①研究者自身による
適切な情報開示

• 研究者、所属機関向けのチェックリスト雛形（機関向けを2023年6月29日改定）を
作成、公表・配布 【内、文科等】

• 研究者、所属機関等への説明会・セミナーを開催 【内、文科等】

• 研究者、所属機関等への説明会・セミナーを開催 【内、文科等】

• 関係の規程や体制の整備に関する周知・連絡 【所管省庁】
（→ 2022年度よりﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを実施）

• 競争的研究資金に関するガイドラインを改定 2021年12月17日 【内、関係省庁】
 - 国外も含む外部からの支援や兼業等の情報の提出、所属機関への適切な報告の誓約を求める
 - 利益相反・責務相反に関する規程の整備の重要性を明示、必要に応じて状況確認
 - 虚偽申告に対し、公表、不採択・採択取消し、研究費返還、最長５年間の応募制限  
（2022年度の公募から反映）

所管省庁・関係府省
内閣府、文科省、
経産省、厚労省等

申請

③虚偽申告に対し所要の措置

①  チェックリスト雛形
①②説明会・セミナー開催

① チェックリスト雛形
①② 説明会・セミナー開催
② 規程や体制に関する周知・連絡

※大学・資金配分機関の専門家等から構成された
有識者検討会の提言(2021年3月公表）を踏まえた方針

政府としての対応方針（2021年4月27日統合イノベーション戦略推進会議で決定）

研究インテグリティの確保に係る対応について

研究費配分

③外部支援や兼業等の情報提出
所属組織への報告を誓約



政府の対応方針(*1)に基づき、令和４年度よりフォローアップを実施

研究機関等・国公私立大学等 研究資金配分機関等

調査項目 研究インテグリティの確保に向けて
【令和４年度～】

• 関係者に適切な理解を促す取組状況 
• 利益相反・責務相反に関する規程の整備状況 
• 適切なマネジメントを行うことができる組織体制の整備状況 （組織体制の整備方法について）
【令和５年度追加】

• 研究者・職員から報告された情報をもとに組織としてリスクマネジメントするための規程等の整備状況
• 研究者・職員から報告された情報の事実関係を客観的に確認する仕組みの整備状況 
• リスクが高いと判断した場合、リスクが顕在化する前に対処する仕組みの整備状況
【令和６年度追加】

• 研究者・職員から報告された情報の更新を受けるための仕組みの整備状況

【令和４年度～７年度】

• 公募要領等の改定等の
研究資金配分機関に求
められる取組状況

集計対象数 • 研究機関等： 32機関(*2)
（国立研究開発法人23機関、その他の独立行政法人等9機関）

• 国公私立大学等： 344機関
（国立大学及び大学共同利用機関法人87機関、医歯薬理工農情報獣医系学部等を持つ公私立大学257機関）

• 21機関 (*3)
（うち、令和７年度に競争的研

究費制度を持つ国立研究開
発法人５機関）

調査結果 令和７年秋の時点で、

• 国立研究開発法人は、全ての項目について、全ての機関が実施している。
• 研究機関等は、令和４年度から調査している項目について、９割以上の機関が実施しており、令和５年
度、令和６年度から追加した項目について、９割近くの機関が実施している。

• 国立大学及び大学共同利用機関法人は、全ての項目について、全ての機関が実施している。
• 国公私立大学等は、令和４年度から調査している項目について、約９割の機関が令和７年度中に実施・
実施予定であり、令和５年度、令和６年度から追加した項目について、約7-8割の機関が令和７年度中に
実施・実施予定である。

令和７年秋の時点で、
• 研究資金配分機関等に
おける研究インテグリ
ティに係る取組について、
調査対象機関のほぼ全
ての機関が実施中。

フォローアップ調査概要

＊1「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和3年4月27日統合イノベーション戦略推進会議決定）
＊2 国立研究開発法人等、研究活動を実施している独立行政法人等  ＊3 令和7年度に競争的研究費制度を持っている機関

政府としては、引き続き取組状況を調査する。研究セキュリティの確保に関する取組の進展を考慮し、国立研究開発法人協議会等とも連携の上、現
状・課題・要望等を把握し、必要な措置を検討していく。研究機関等・国公私立大学等での事例の横展開や研修教材の提供等も含め、引き続き、各機
関等にわかりやすい丁寧な周知活動を実施していく。

2

【令和7年度】研究機関等で追加



国立研究開発法人
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集計対象数 23機関



国立研究開発法人の結果(Ｑ１‐Ｑ３)
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Q１．関係者に適切な理解を
促す取組を実施しているか。

Q２．利益相反・責務相反に関
する規程を整備しているか。

Q３．適切なマネジメントを行う
ことができる組織体制を整備
しているか。

23
0
0

100
%

0
0

0
0

研究インテグリティの確保に向けて

• 全ての機関が、関係者に適切な理解を促す取組を実施している
• 全ての機関が、利益相反・責務相反に関する規程を整備している
• 全ての機関が、研究者から報告・申告された研究活動の透明性に関する情報に基づき、

適切なリスクマネジメントを行うことができる体制を整備している

100
%

100
%

23 23



国立研究開発法人の結果(Ｑ４‐Ｑ７)
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Q４．リスクマネジメントす
るために規程等を整
備しているか。

Q５．報告された情報の
事実関係を客観的に
確認する仕組みを整
備しているか。

Q６．リスクが高いと判
断した場合に、リス
クが顕在化する前に
対処する仕組みを整
備しているか。

100
%

Q７．研究者・職員から
報告された情報の更
新を受けるための仕
組みを整備している
か。

100
%

100
%

100
%

23
0
0

23
0
0

23
0
0

23
0
0

研究インテグリティの確保に向けて

• 全ての機関が、研究活動の透明性及び説明責任を果たすためのリスクマネジメントの規程等
を整備している

• 全ての機関が、事実関係を客観的に確認する仕組みを整備している
• 全ての機関が、リスクが顕在化する前に対処する仕組みを整備している
• 全ての機関が、情報の更新を受けるための仕組みを整備している



国立研究開発法人の結果(追加アンケート)
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研究インテグリティの確保に向けた組織体制の整備における実態についての追加アンケートを
実施

26%

48%

26%

(ア)新たな組織体制を整備した

(イ)既存の組織を拡充して整備した

(ウ)関係部署の長などを構成員とする
委員会やタスクフォース等を整備した

整備している、もしくは今後整備予定の
組織体制整備の方法について

• 組織体制の整備について、「既存の組織を拡充して整備した」機関が多い。「新たな組織体制
を整備した」、「関係部署の長などを構成員とする委員会、タスクフォース等を整備した」が続く



研究機関等
（国立研究開発法人を含む）

7

集計対象数 32機関   
（国立研究開発法人23機関、その他の独立行政法人等9機関）
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研究機関等の結果(Ｑ１‐Ｑ３)

研究インテグリティの確保に向けて

• 全ての機関が、関係者に適切な理解を促す取組を実施している
• 約９割の機関が、利益相反・責務相反に関する規程を整備している

• 約９割の機関が、研究者から報告・申告された研究活動の透明性に関する情報に基づき、適
切なリスクマネジメントを行うことができる体制を整備している

0

29
3
0

29
3
0

Q１．関係者に適切な理解を
促す取組を実施しているか。

Q２．利益相反・責務相反に関
する規程を整備しているか。

Q３．適切なマネジメントを行う
ことができる組織体制を整備
しているか。

100
%

0
32

91%

9%

91%

9%



研究機関等の結果(Ｑ４‐Ｑ７)
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研究インテグリティの確保に向けて

• ９割近くの機関が、研究活動の透明性及び説明責任を果たすためのリスクマネジメントの規
程等を整備している

• ９割近くの機関が、事実関係を客観的に確認する仕組みを整備している
• 9割近くの機関が、リスクが顕在化する前に対処する仕組みを整備している
• 9割近くの機関が、情報の更新を受けるための仕組みを整備している

Q４．リスクマネジメントす
るために規程等を整
備しているか。

Q５．報告された情報の
事実関係を客観的に
確認する仕組みを整
備しているか。

Q６．リスクが高いと判
断した場合に、リス
クが顕在化する前に
対処する仕組みを整
備しているか。

Q７．研究者・職員から
報告された情報の更
新を受けるための仕
組みを整備している
か。

87%

13%

87%

13%

87%

13%

87%

13%

28
4
0

28
4
0

28
4
0

28
4
0



研究機関等の結果(追加アンケート)
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整備している、もしくは今後整備予定の
組織体制整備の方法について

研究インテグリティの確保に向けた組織体制の整備における実態についての追加アンケートを
実施

• 組織体制の整備について、「既存の組織を拡充して整備した」機関が多い。「新たな組織体制
を整備した」、「関係部署の長などを構成員とする委員会、タスクフォース等を整備した」が続く

22%

56%

22%

(ア)新たな組織体制を整備した

(イ)既存の組織を拡充して整備した

(ウ)関係部署の長などを構成員とする
委員会やタスクフォース等を整備した



研究資金配分機関等
（国立研究開発法人を含む）
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集計対象数：21機関



95%

5%

①実施している
②検討している
③検討していない

研究資金配分機関等の取組状況

Q１．令和3年12月に改正された「競争的研究費の適正な執行に関する指針」で挙げられている
公募要領等の改定等の研究資金配分機関に求められる取組を実施しているか。

研究資金配分機関等（国立研究開発法人を含む）(Ｑ１)

• 全ての機関において、研究資金配分機関等における研究インテグリティに係る取組
（公募要領等への記載を含む）を実施している

12

20
1
0



国立大学及び
大学共同利用機関法人
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集計対象数 87機関



国立大学及び大学共同利用機関法人の結果(Ｑ１‐Ｑ３)

Q１．関係者に適切な理解を促す
取組を実施しているか。

Q２．利益相反・責務相反に関す
る規程を整備しているか。

Q３．適切なマネジメントを行うこと
ができる組織体制を整備してい
るか。

令和７年度中に
• 全ての機関が、関係者に適切な理解を促す取組を実施している。
• 全ての機関が、利益相反・責務相反に関する規程を整備している。
• 全ての機関が、研究者から報告・申告された研究活動の透明性に関する情報に基づき、

 適切なリスクマネジメントを行うことができる体制を整備している。

14

87
0
0
0

87
0
0
0

87
0
0
0

研究インテグリティの確保に向けて、

100% 100% 100%



87
0
0
0

87
0
0
0

87
0
0
0

87
0
0
0

Q４．リスクマネジメントす
るために規程等を整備
しているか。

Q５．報告された情報の事
実関係を客観的に確認
する仕組みを整備して
いるか。

Q６．リスクが高いと判断し
た場合に、リスクが顕在化
する前に対処する仕組み
を整備しているか。

令和７年度中に
• 全ての機関が、研究活動の透明性及び説明責任を果たすためのリスクマネジメントの規程等を

整備している。
• 全ての機関が、事実関係を客観的に確認する仕組みを整備している。
• 全ての機関が、リスクが顕在化する前に対処する仕組みを整備している。
• 全ての機関が、情報の更新を受けるための仕組みを整備している。

15

国立大学及び大学共同利用機関法人の結果(Ｑ４‐Ｑ７)
研究インテグリティの確保に向けて、

Q７．研究者・職員から
報告された情報の更
新を受けるための仕
組みを整備している
か。

100
%

100
%

100
%

100
%



国公私立大学等
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集計対象数 344機関
（国立大学、大学共同利用機関法人及び医歯薬理工農情報獣医系学部等を持つ公私立大学）



国公私立大学等の結果(Ｑ１‐Ｑ３)

Q１．関係者に適切な理解を促す
取組を実施しているか。

Q２．利益相反・責務相反に関す
る規程を整備しているか。

Q３．適切なマネジメントを行うこと
ができる組織体制を整備してい
るか。

令和７年度中に
• 約９割の機関が、関係者に適切な理解を促す取組を実施・実施予定。
• 約９割の機関が、利益相反・責務相反に関する規程を整備・整備予定。
• 約９割の機関が、研究者から報告・申告された研究活動の透明性に関する情報に基づき、

 適切なマネジメントを行うことができる体制を整備・整備予定。
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295
14
34
1

296
15
31
2

277
23
42
2

研究インテグリティの確保に向けて、

86%

4%
10%

86%

4%
9%

81%

7%

12%

実施している
R7年度中に実施予定
検討している
検討していない

整備している
R7年度中に整備予定
検討している
検討していない

0.3% 0.6% 0.6%

※四捨五入によりグラフ数値の合計が100%にならない場合がある



国公私立大学等の結果(Ｑ４‐Ｑ７)

令和７年度中に

• 約８割の機関が、研究活動の透明性及び説明責任を果たすためのリスクマネジメントの規程等を
整備・整備予定。

• 約７割の機関が、事実関係を客観的に確認する仕組みを整備・整備予定。
• 約８割の機関が、リスクが顕在化する前に対処する仕組みを整備・整備予定。
• 約７割の機関が、情報の更新を受けるための仕組みを整備・整備予定。

254
24
63
3

228
20
90
6

228
19
92
5

237
24
78
5

研究インテグリティの確保に向けて、

Q４．リスクマネジメントす
るために規程等を整備
しているか。

Q５．報告された情報の事
実関係を客観的に確認
する仕組みを整備して
いるか。

Q６．リスクが高いと判断し
た場合に、リスクが顕在化
する前に対処する仕組み
を整備しているか。

Q７．研究者・職員から
報告された情報の更
新を受けるための仕
組みを整備している
か。

18

74%

7%

18%

0.9%

66%6%

26%

1.7%

※四捨五入によりグラフ数値の合計が100%にならない場合がある

69%
7%

23%

1.5%

66%6%

27%

1.5%
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